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※令和５年度実績

外来患者延数 入院患者延数 病床利用率 平均在院日数 救急車搬入件数 救急患者数

総 数 168,976人 115,931人 87.3％ 12.7日 4,364件 8,483人

芳賀赤十字病院



医師職員数内訳

内科

１８人

産婦人科

１０人

小児科

９人

外科

９人

整形外科

6人

麻酔科

５人

放射線科

４人
泌尿器科

３人

眼科

３人

救急科

２人

脳神経外科

２人

歯科口腔外科

３人

74人



働き方改革への
体制整備



STEP0
人事担当者が一人で情報を収集し、解釈して対応

年々変化していく制度に一人で対応するのは困難

STEP1
特定社会保険労務士と顧問契約
日々の労務管理から発生した疑問点等を都度相談しながら対応
担当者独自の解釈とならないため安心
働き方改革についての最新の流れや他院での情報などを参考に協議できる

STEP2
院長、人事担当者、顧問社労士で定例会議

専門家の助言と院内の情報をまとめ、具体的な案を検討

管理者側の視点と実務担当者の視点、社労士による外部からの視点を

織り交ぜながら協議できるため、よりスピーディーに対応を進めることができる。

働き方改革への体制整備



当院のこれまでの取り組み

２０１９年 就業管理システム導入

２０２０年 特定社会保険労務士と顧問契約締結

２０２１年 部分的な宿日直許可を取得（産婦人科）

２０２２年 屋内位置情報システム（ビーコン）導入

２０２３年 部分的な宿日直許可を取得（小児科）

医師の変形労働時間制導入

２０２４年 就業管理システム医師の働き方改革オプション適用



当院のこれまでの取り組み

２０２２年 屋内位置情報システム（ビーコン）導入

医師のスマートフォンと院内各所に設置されているビーコンが連動し、

院内での位置情報記録を行っている。

院内の滞在時間を明確にし、就業管理システムでは見えないリアルな情報を捉える。

２０１９年 就業管理システム導入

これまで紙の出勤簿や時間外労働申請を用いていた。

医師含め全職員が自己申告のため、客観性に欠けていた。

就業管理システム導入により、ICカードを用いた打刻とPCからの

時間外労働や休暇の申請が可能となった。



滞在時間から不適切な打刻等の

見えない情報を見えるようにする。

院内でのエリア滞在時間から

業務分析が行える。

メリット

スマートフォンの設定を強制できないため、

意図しない設定になってしまうと

位置情報が取得できない。

プライバシーの観点等から、

全医師の協力を仰ぐのは困難

デメリット

ビーコンを活用した労務管理



追加的
健康確保措置
について



追加的健康確保措置について

24時間以内に9時間、46時間以内に18時間

勤務間インターバルの確保

代償休息の付与

勤務間インターバル中の実働時間を翌月末までに取得

長時間労働者への面接指導と就業上の措置

時間外労働が月100時間に及ぶ場合、面接指導が必須
同じく月155時間に及ぶ場合、就業上の措置を講じる



勤務間インターバルの確保

就業管理システムにおいて勤務計画を作成する際、
勤務間インターバルが確保できているかを自動で
チェックされ、問題がある場合は勤務登録が出来
ない仕様。



勤務間インターバルの確保

職員による実績登録の際、
勤務間インターバルが確保できない場合、
又は勤務間インターバル中の実績の場合、
該当の時間を代償休息として累積される。



代償休息の付与

発生した代償休息は累積され、システ
ムにより直近の勤務間インターバルと
あわせて自動付与される。



代償休息の付与

代償休息が“いつ”発生し、“いつ”付与され
たか記録され、もし翌月末に取得できない
可能性がある場合、管理者へ通知される。



面接指導

システムが月内の時間外労働実績から
シミュレーション値を計算し、
月末までに100時間に及ぶと予測された場合、
管理者に通知される。



面接指導

勤務時間管理者は所属長へ通知するほか、面接指導対
象医師と面接指導実施医師のセッティングを行う。

この際、面接指導対象医師と実施医師の診療科は異な
るよう配慮が必要。



面接指導

所属長は長時間労働となった理由、面接指導実施医師は
面接指導の内容等をシステム内に記録する。



終わりに

現状の医療体制を維持しながらの
働き方改革は工夫が必要

ICTをうまく活用することで、
効率的かつ効果的な変化が
見込まれる

今後も様々な制度や
働き方改革を実施するうえで、
柔軟に対応できる
組織体制を構築することが
素早い一歩につながる

ご清聴ありがとうございました。
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